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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連

する事項等について」の一部改正について

厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数（平成２０年厚生労働省告示第

２７３号）が平成２０年５月１日から適用されることに伴い、下記通知の一部を改正することと

したので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し、周知徹

底を図られたい。

記

・「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する

事項等について」（平成１８年４月２８日保医発第0428001号・老老発第0428001号）の一部改

正

別紙のとおり改正し、平成２０年５月１日から適用する。



（別紙）

１ 第２の５の見出し中「特定診療費」の下に「及び特別療養費」を加える。

２ 第２の５の（１）中「医療保険適用病床から」を「同一施設内の医療保険適用病床から」に

改める。

３ 第２の５の（３）中「作業療法」の下に「、言語聴覚療法」を、「精神科作業療法」の下に

「並びに特別療養費として定められた言語聴覚療法及び精神科作業療法」を加え、「特定診療

費及び」を「特定診療費又は特別療養費及び」に改め、同（３）を同（４）とする。

４ 第２の５の（２）中「介護保険適用病床に転床」の下に「又は介護療養型老人保健施設に入

所」を、「当該転床」の下に「又は入所」を、「特定診療費」の下に「又は特別療養費」を、

「医療保険適用病床に転床」の下に「又は介護療養型老人保健施設から医療保険適用病床に入

院」を加え、同（２）を同（３）とする。

５ 第２の５の（２）として次のように加える。

(２) 同一施設内の医療保険適用病床から、介護療養型老人保健施設に入所した者又は当該医

療機関と一体的に運営されるサテライト型小規模介護療養型老人保健施設に入所した者にあ

っては、特別療養費に定める初期入所診療加算は算定できないものであること。ただし、当

該施設の入所期間及び当該施設入所前の医療保険適用病床における入所期間が通算して６月

以内の場合であって、当該入所した者の病状の変化等により、診療方針に重要な変更があり、

診療計画を見直す必要が生じた場合においては、この限りでない。


